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公立学校教員の長時間労働是正を求める意見書（案） 

 

今、公立学校現場は、教員希望者の減少に加え、病気による休職者や早期退職者等の増

加で深刻な教員不足におちいっている。このままでは公教育が持続できなくなる。この問

題を解決するためには、教員の勤務環境の改善、特に長時間労働の是正が必要である。 

今年４月には、法律によって建設業や運輸業等にも超過勤務時間の制限が課された。し

かし、教員については制限のない状態が続いている。 

このような状態を改善するためには、教員の業務軽減につながる具体的な施策が必要で

ある。 

国においては、持続可能な公教育と子どもたちのゆたかな学びの保障のため、以下の事

項を実現されるよう強く要望する。 

 

記 

 

１．担任の業務を支援している不登校対策支援員や介助員等に対して財政支援を行うこと。 

２．教員の休日勤務削減につながる「部活動の地域移行」関連予算を増額すること。 

３．調整手当の増額などで教員の処遇改善につとめること。 

４．教員の勤務実態調査の精確性を高めつつ継続し、問題点に対して必要な措置を行うこ 

と。  

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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